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(57)【要約】
【課題】接着剤によるシックハウス症候群等が生じず、
応力が作用した場合にも破損しにくい、建築用重ね合わ
せパネル、建築物の構造体及び建築用重ね合わせパネル
の製造方法を提供する。
【解決手段】この建築用重ね合わせパネル１０は、所定
幅の細長い木板２３を幅方向に並べ、それぞれの木板２
３を横切って幅方向に形成した複数本の条溝２５に、線
状連結部材３０を嵌合させて構成した複数枚の木板連結
パネル２０，２１が、木板２３の長手方向が斜めに交差
するように、かつ、条溝２５が内面側に向くようにして
重ね合わせられ、固定具４０によって接合されており、
全体が矩形状をなしていて、該矩形状の辺に対して、前
記木板２３の長手方向が傾斜して配置されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定幅の細長い木板を幅方向に並べ、それぞれの木板を横切って幅方向に形成した複数
本の条溝に、線状連結部材を嵌合させて構成した複数枚の木板連結パネルが、前記木板の
長手方向が斜めに交差するように、かつ、前記条溝が内面側に向くようにして重ね合わせ
られ、固定具によって接合されており、全体が矩形状をなしていて、該矩形状の辺に対し
て、前記木板の長手方向が傾斜して配置されていることを特徴とする建築用重ね合わせパ
ネル。
【請求項２】
　前記建築用重ね合わせパネルは長方形状をなし、前記木板連結パネルの木板の長手方向
が、該長方形の長辺に対して５～２５°の範囲で傾斜している請求項１記載の建築用重ね
合わせパネル。
【請求項３】
　前記線状連結部材が竹ひごからなり、前記固定具がネジからなる請求項１又は２記載の
建築用重ね合わせパネル。
【請求項４】
　建築物の柱、間柱、土台、はり等で構成される枠体部に、請求項１～３のいずれかに記
載の重ね合わせパネルを、それらを構成する木板連結パネルの木板の長手方向が水平方向
に向くように配置して、上下に複数枚並べて固定したことを特徴とする建築物の構造体。
【請求項５】
　所定幅の細長い木板を幅方向に並べ、それぞれの木板を横切って幅方向に複数本の条溝
を形成し、該条溝に線状連結部材を嵌合させて構成した複数枚の木板連結パネルを用い、
　この木板連結パネルを、全体が矩形状となるように４辺を斜めにカットして、矩形状の
辺に対して前記木板の長手方向が斜めになるようにし、カットされた複数枚の前記木板連
結パネルを、前記木板の長手方向が斜めに交差するように、かつ、前記条溝が内面側に向
くようにして重ね合わせて固定具によって接合するか、
　又は、複数枚の前記木板連結パネルを、前記木板の長手方向が斜めに交差するように、
かつ、前記条溝が内面側に向くようにして重ね合わせて固定具によって接合し、全体が矩
形状となるようにその４辺をカットして、矩形状の辺に対して前記木板の長手方向が斜め
になるようにすることを特徴とする建築用重ね合わせパネルの製造方法。
【請求項６】
　建築用重ね合わせパネルの全体が長方形状となるように、かつ、木板の長手方向が、該
長方形の長辺に対して５～２５°の範囲で傾斜するように、前記木材連結パネル又はそれ
らを重ね合わせたパネルの４辺をカットする請求項５記載の建築用重ね合わせパネルの製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、建築物の壁や、床、屋根などの下地材等として用いられる、建築用
重ね合わせパネル、及び、該建築用重ね合わせパネルを用いた建築物の構造体、更に建築
用重ね合わせパネルの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
原木から所定寸法の木材が切り出された後の、製材の端材や、間伐材等から得られる細長
い木板を、有効に利用するために、複数の木板を幅方向に並べて連結した連結パネルが提
案されている。
【０００３】
　例えば、下記特許文献１には、幅はぎ材を同一平面上に複数枚並べて長手方向側縁相互
を接着することにより所望の幅を有する板材とした幅はぎ方式による建築用板材において
、幅はぎ材を同一平面上において２０～２３°の角度で斜めに複数枚並べて側縁相互を接
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着して斜板部材を構成し、かつ該斜板部材を、その各幅はぎ材が互いに交差するように、
上下２層に重ね合わせて一体に接着し、その両側縁および上下両端縁を所定の幅寸法およ
び長さ寸法を有するように切り揃えて長方形となした、幅はぎ方式による建築用板材が記
載されている。
【０００４】
　一方、本出願人は、下記特許文献２に示されるように、接着剤を用いずに木板どうしを
連結した木板連結パネルを提案している。この木板連結パネルは、細長い木板の両側辺に
、隣接する木板同士を嵌合させる凹部又は凸部を設け、木板を凹部又は凸部で嵌合させて
幅方向に並べて配置した状態で、条溝を幅方向に連続して形成し、この条溝に線状連結部
材を嵌合させて、各木板を一体化したものからなる。このような木材連結パネルは、木板
どうしを連結する際に接着剤を用いないため、接着剤に含まれるホルムアルデヒド等が原
因となって生じる、いわゆるシックハウス症候群などを引き起こすおそれがない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－１８７８０６号公報
【特許文献２】特開２００３－６２８１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の建築用板材においては、各斜板部材の複数の幅
はぎ材の長手方向側縁どうしが接着剤により接着され、かつ、斜板部材どうしも接着剤に
より接着されているので、接着剤に起因するシックハウス症候群などが引き起こされるお
それがある。
【０００７】
　また、上記建築用板材を建築物の壁等に適用した場合、同壁には種々の方向からの応力
が作用するが、各斜板部材の複数の幅はぎ材どうしは、その長手方向側縁が接着剤により
接着されて、互いに位置ずれしないようになっているので、幅はぎ材の所定箇所に応力が
集中して破損する可能性がある。
【０００８】
　更に、上記特許文献２に記載の連結パネルは、その製造工程から、各木板がパネルの辺
に対して平行になるため、木板の長手方向がパネルの辺に対して斜めになったものは、こ
れまでに考えられていなかった。
【０００９】
　したがって、本発明の目的は、端材や間伐材等から得られる細長い木板を有効利用でき
、接着剤に起因するシックハウス症候群などの問題が生じず、壁等に適用して応力が作用
した場合にも破損しにくい、建築用重ね合わせパネル、建築物の構造体及び建築用重ね合
わせパネルの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明の建築用重ね合わせパネルは、所定幅の細長い木板を
幅方向に並べ、それぞれの木板を横切って幅方向に形成した複数本の条溝に、線状連結部
材を嵌合させて構成した複数枚の木板連結パネルが、前記木板の長手方向が斜めに交差す
るように、かつ、前記条溝が内面側に向くようにして重ね合わせられ、固定具によって接
合されており、全体が矩形状をなしていて、該矩形状の辺に対して、前記木板の長手方向
が傾斜して配置されていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の建築用重ね合わせパネルによれば、所定幅の細長い木板を幅方向に並べ、それ
ぞれの木板を横切って幅方向に形成した複数本の条溝に、線状連結部材を嵌合させて構成
した木板連結パネルが、複数枚重ね合わせられて固定具によって接合されて構成されてい
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るので、接着剤の成分に起因するシックハウス症候群などの問題が生じない。
【００１２】
　また、複数枚の木板連結パネルが、木板の長手方向が斜めに交差するように重ね合わせ
られ、固定具によって接合されて、全体が矩形状をなしていて、該矩形の長辺に対して、
木板の長手方向が傾斜して配置されているので、建築物の柱、間柱、土台、はり等で構成
される枠体部に固定されたとき、個々の木板が斜交いのように作用すると共に、重ね合わ
された木板連結パネルの木板が斜めに交差して、建築物の枠体部に対して反対方向に斜め
に連結されるので、斜め２方向に斜交いを設けたような状態となり、建築物の補強効果を
高めることができる。
【００１３】
　更に、木板連結パネルの個々の木板は、幅方向に形成した条溝に、線状連結部材を嵌合
させて連結されており、接着剤で接合した場合のように完全に一体化されているわけでは
ないので、建築物の枠体部にかかる様々な方向の応力に対して、個々の木板が枠体部の変
形に適応して微小にずれながらそれぞれ反力を与えるので、枠体部の変形に対する柔軟性
を高めて応力の集中を避けることができ、地震等に対しても破壊されにくい構造にするこ
とができる。
【００１４】
　また、木板連結パネルの木板どうしは、線状連結部材で連結されているだけで、その両
側面は当接しているだけなので、従来の合板に比べて通気性が向上すると共に、湿気等に
よって木板が膨張しても、木板どうしのずれによって応力を吸収することができ、建築物
の耐久性を高めることができる。
【００１５】
　更に、複数枚の木板連結パネルが、条溝が内面側に向くようにして重ね合わせられてい
るので、条溝に嵌合された線状連結部材が外れてしまうことを防止できると共に、条溝や
線状連結部材が外側から見えなくなるので、外観も良好にすることができる。
【００１６】
　本発明の建築用重ね合わせパネルにおいては、前記建築用重ね合わせパネルは長方形状
をなし、前記木板連結パネルの木板の長手方向が、該長方形の長辺に対して５～２５°の
範囲で傾斜していることが好ましい。
【００１７】
　上記態様によれば、所定幅の細長い木板を幅方向に並べ、それぞれの木板を横切って幅
方向に形成した複数本の条溝に、線状連結部材を嵌合させて構成した木板連結パネルの４
辺を斜めにカットして、各辺に対して木板の長手方向が斜めに配置されたパネルを形成す
る際、端材となる部分の面積をできるだけ小さくすると共に、木板を斜めに配置すること
による強度向上効果を高めることができる。
【００１８】
　本発明の建築用重ね合わせパネルにおいては、前記線状連結部材が竹ひごからなり、前
記固定具がネジからなることが好ましい。
【００１９】
　上記態様によれば、線状連結部材として竹ひごを用いることにより、幅方向に並べられ
た木板を強靱に連結することができると共に、重ね合わせられた複数枚の木材連結パネル
をネジで固定することにより、木材連結パネルどうしを強固に接合することができる。
【００２０】
　一方、本発明の建築物の構造体は、建築物の柱、間柱、土台、はり等で構成される枠体
部に、上記重ね合わせパネルを、それらを構成する木材連結パネルの木板の長手方向が水
平方向に向くように配置して、上下に複数枚並べて固定したことを特徴とする。
【００２１】
　本発明の建築物の構造体によれば、幅方向の長さを取りにくい木材連結パネルで形成し
た重ね合わせパネルであっても、木板の長手方向が水平方向に向くように配置して、上下
に複数枚並べることによって、広い面積の枠体部にも適用することが可能となると共に、
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建築物の横揺れ時の枠体部の変形に対する柔軟性を高めて、地震等に対して破壊されにく
い構造にすることができる。
【００２２】
　更に、本発明の建築用重ね合わせパネルの製造方法は、所定幅の細長い木板を幅方向に
並べ、それぞれの木板を横切って幅方向に複数本の条溝を形成し、該条溝に線状連結部材
を嵌合させて構成した複数枚の木板連結パネルを用い、
　この木板連結パネルを、全体が矩形状となるように４辺を斜めにカットして、矩形状の
辺に対して前記木板の長手方向が斜めになるようにし、カットされた複数枚の前記木板連
結パネルを、前記木板の長手方向が斜めに交差するように、かつ、前記条溝が内面側に向
くようにして重ね合わせて固定具によって接合するか、
　又は、複数枚の前記木板連結パネルを、前記木板の長手方向が斜めに交差するように、
かつ、前記条溝が内面側に向くようにして重ね合わせて固定具によって接合し、全体が矩
形状となるようにその４辺をカットして、矩形状の辺に対して前記木板の長手方向が斜め
になるようにすることを特徴とする。
【００２３】
　本発明の建築用重ね合わせパネルの製造方法によれば、木材連結パネルを作業性よく製
造できると共に、該木材連結パネルの４辺を斜めカットして重ね合わせるか、あるいは木
材連結パネルを斜めに重ね合わせて４辺をカットすることにより、全体が矩形状をなすと
共に、矩形状の辺に対して、木板の長手方向が傾斜して配置された建築用重ね合わせパネ
ルを得ることができるので、生産性を高めることができる。
【００２４】
　本発明の建築用重ね合わせパネルの製造方法においては、建築用重ね合わせパネルの全
体が長方形状となるように、かつ、木板の長手方向が、該長方形の長辺に対して５～２５
°の範囲で傾斜するように、前記木材連結パネル又はそれらを重ね合わせたパネルの４辺
をカットすることが好ましい。
【００２５】
　上記態様によれば、端材となる部分の面積をできるだけ小さくすると共に、木板を斜め
に配置することによる強度向上効果を高めることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、複数本の条溝に線状連結部材を嵌合させてなる木板連結パネルを、複
数枚重ね合わせられて固定具で接合することで、重ね合わせパネルが構成されているので
、接着剤に起因するシックハウス症候群の問題が生じず、また、木板連結パネルを構成す
る木板は、条溝に線状連結部材を嵌合させて連結されているので、建築物の枠体部にかか
る様々な方向の応力に対して、個々の木板が枠体部の変形に適応して微小にずれながらそ
れぞれ反力を与えて、柔軟性を高めて応力の集中を避けることができ、破壊されにくい構
造にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係る建築用重ね合わせパネルの一実施形態を示す分解斜視図である。
【図２】本発明に係る建築用重ね合わせパネルの製造方法の一実施形態を示す説明図であ
る。
【図３】同重ね合わせパネルの説明図である。
【図４】本発明に係る建築物の構造体の一実施形態を示す分解斜視図である。
【図５】同壁構造の斜視図である。
【図６】建築用重ね合わせパネルの製造方法の参考例を示す説明図である。
【図７】同参考例の次工程を示す説明図である。
【図８】同参考例による製造された重ね合わせパネルの説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
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　以下、図面を参照して、本発明に係る建築用重ね合わせパネル、建築物の構造体及び建
築用重ね合わせパネルの製造方法の、一実施形態について説明する。
【００２９】
　まず、本発明に係る建築用重ね合わせパネルについて説明する。図１及び図３に示すよ
うに、この実施形態における建築用重ね合わせパネル１０（以下、「重ね合わせパネル１
０」という）は、一対の木板連結パネル２０，２１を有している。
【００３０】
　各木板連結パネル２０，２１は、一定幅で細長く形成された木板２３を、幅方向に複数
並べて、隣接した長手方向の側面どうしを当接させた状態で、各木板２３の幅方向に形成
した複数本の条溝２５に、線状連結部材３０を嵌合させて連結し、一枚のパネル状にして
構成されている。この実施形態における各木板連結パネル２０，２１は、一方向に長い長
方形状をなしており、各パネル２０，２１の長辺に対して、各木板２３の長手方向が傾斜
して配置されている。なお、木板連結パネルは長方形状に限らず、正方形状等であっても
よく、全体として矩形状であればよい。
【００３１】
　図３に示すように、各木板２３の長手方向が、木板連結パネル２０，２１の長辺（正方
形をなす場合はいずれかの辺）に対して、角度θが５～２５°で傾斜していることが好ま
しく、角度θが７～２０°で傾斜していることがより好ましい。前記角度θが５°未満だ
と、重ね合わせパネル１０を建築物の壁等に適用して（図５参照）、応力が作用したとき
の剛性が小さくなりやすく（斜交いとして機能が低下する）、一方、２５°を超えると、
後述するパネル製造時において、一体化した木板連結パネル２０Ａ，２１Ａ（図２参照）
からカットラインＬを介して木板連結パネル２０，２１を切り出す際に、無駄な部分が大
きくなり歩留まりが悪くなる。
【００３２】
　各木板連結パネル２０，２１には、前述したように、それぞれの木板２３を横切って幅
方向に、複数本の条溝２５が、各木板２３の長手方向に対して所定角度で交差するように
形成されている。
【００３３】
　この実施形態では、図３に示すように、各木板２３の長手方向に対してほぼ直交する角
度となるように、所定間隔をあけて互いに平行となるように、４つの条溝２５が形成され
ている。また、この実施形態における各条溝２５は、その断面形状が角形の凹溝状をなし
ているが、半円形の溝状や、蟻溝状等であってもよく、線状連結部材３０の大きさや形状
に合わせて適宜選択することができる。なお、条溝２５の個数や位置は、特に限定はされ
ないが、木板２３どうしを確実に連結させて一体化させるという観点から、２個以上設け
られていることが好ましい。
【００３４】
　そして、前記条溝２５に線状連結部材３０を嵌合させることにより、各木板２３が互い
に連結されて、一枚の木板連結パネル２０，２１が形成されるようになっている。この線
状連結部材３０は、前記条溝２５に嵌入又は圧入されるか、或いは、条溝２５が蟻溝状の
場合は、挿入されて抜け止め保持されて、条溝２５に対して嵌合するようになっている。
【００３５】
　また、上記線状連結部材３０の材質は特に限定されないが、リサイクル性や安全性の点
から、天然素材であることが好ましい。更に線状連結部材３０は、棒状の剛直な部材でも
よく、柔軟性を有する縄状の部材でもよい。具体的な好ましい材料としては、棒状の材料
としては竹ひご、縄状の材料としては綿、麻、シュロが挙げられる。なお、この実施形態
における線状連結部材３０は、断面が円形状の竹ひごとなっている。
【００３６】
　そして、本発明に係る重ね合わせパネル１０は、図１及び図３に示すように、上記のよ
うに構成された一対の木板連結パネル２０，２１が、木板２３の長手方向が斜めに交差す
るように、かつ、各木板連結パネル２０，２１の前記条溝２５が、内面側に向くようにし
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て互いに重ね合わせられると共に、一対の木板連結パネル２０，２１が、固定具４０によ
って接合されることにより構成されている。
【００３７】
　このようにして構成された重ね合わせパネル１０は、全体が長方形状をなし、その長辺
に対して、木板２３の長手方向が傾斜して配置されるようになっている。また、各パネル
２０，２１の条溝２５，２５が、互いに内面側に向くようになっているので、それに嵌合
される線状連結部材３０も、重ね合わせパネル１０の内面側に配置されるようになってい
る。
【００３８】
　また、前記固定具４０としては、ネジ（木ねじや、ボルト、ビスを含む）や、くぎ、ピ
ン等の、固定すべき部材の、所定箇所を局所的に接合させるものであり、接着剤を含まな
いものである。この実施形態における固定具４０は、ステンレス製の木ねじとなっており
、図３に示すように、この固定具４０が、木板連結パネル２０，２１の幅方向に沿って所
定間隔をあけて複数並んで配列され、かつ、これらの列が木板連結パネル２０，２１の長
手方向に沿って所定間隔をあけて複数配置されて、一対の木板連結パネル２０，２１が互
いに接合されるようになっている。
【００３９】
　この実施形態では、木板連結パネル２０，２１の、幅方向に５個の固定具４０が配列さ
れ、更にこれらの固定具４０が長手方向に４列配置されており、合計で２０個の固定具４
０によって、木板連結パネル２０，２１が接合されている。なお、固定具４０の個数や配
置箇所は、上記態様に限定されず、木板２３の材質やパネル全体に必要な剛性等によって
、適宜選択することができる。
【００４０】
　上記のように、複数の固定具４０を介して互いに接合された一対の木板連結パネル２０
，２１は、固定具４０により連結された箇所は互いに接合されているが、それ以外の部分
は接合されていないため、接着剤によって木板連結パネルの面どうしが固着された場合に
比べて、外部からの応力が作用したときに、各木板連結パネル２０，２１を構成する木板
２３どうしが微妙にずれて応力を吸収しやすくなっている。
【００４１】
　なお、この実施形態の重ね合わせパネル１０は、一対の木板連結パネル２０，２１を重
ね合わせて構成されているが、木板連結パネルは２枚に限らず、３枚以上でもよい。
【００４２】
　また、木板連結パネルを構成する木板２０の原料木の種類は、特に限定されず、従来公
知の杉、檜、ヒバ、レッドパイン等が使用できる。更に、木板２３の幅Ｗ（図３参照）は
、６０～１５０ｍｍであることが好ましく、９０～１２０ｍｍであることがより好ましく
、その厚さｔ（図１参照）は、９～１８ｍｍであることが好ましく、９～１２ｍｍである
ことがより好ましい。更に木板連結パネル２０，２１の高さＨ（図３参照）は、６００～
１５００ｍｍであることが好ましく、７５０～１２００ｍｍであることがより好ましく、
また、長さＬ（図３参照）は、１５００～３５００ｍｍであることが好ましく、１７００
～３０００ｍｍであることがより好ましい。
【００４３】
　次に、上記重ね合わせパネルを製造するための、本発明に係る建築用重ね合わせパネル
の製造方法の一例について説明する。
【００４４】
　すなわち、前述したように、杉等の原料木から得られた細長い木板２３を幅方向に並べ
て、それぞれの木板２３を横切って幅方向に複数本の条溝２５を形成して、各条溝２５に
線状連結部材３０を嵌合させて、複数枚の木板連結パネルをそれぞれ構成する。
【００４５】
　この実施形態では、図２に示すように、複数の木板２３を並べて、長方形状をなすよう
に、一対の木板連結パネル２０Ａ，２１Ａを構成する。なお、この状態では、各木板２３
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の長手方向は、木板連結パネル２０Ａ，２１Ａの長辺に対して平行となっている。
【００４６】
　なお、木板２３に条溝２５を形成して線状連結部材３０を嵌合させる手段としては、本
出願人らによる特開２００３－２５１６０９号公報に記載の「木板連結パネルの製造装置
」を好ましく用いることができる。
【００４７】
　そして、図２に示すように、各木板連結パネル２０Ａ，２１Ａについて、その所定箇所
に、各パネル２０Ａ，２１Ａの辺に対して木板２３の長手方向が斜めとなるように、かつ
、全体が矩形状（好ましくは長方形状）となるように、パネル長辺に対して所定角度で斜
めに引いた４つのカットラインＬに沿ってカットすることによって、図１に示すような、
木板連結パネル２０，２１をそれぞれ製造する。なお、カットラインＬは、それぞれの角
部から所定の距離だけ離れた基準点ａ～ｈを設定し、各基準点ａ－ｄ、ｃ－ｆ、ｅ－ｈ、
ｇ－ｂを結ぶ線を墨付けすることによって決めることができる。上記基準点ａ～ｈは、カ
ットラインで囲まれた図形が、所望の矩形状となるように、計算によって求めることがで
きる。
【００４８】
　このとき、各木板連結パネル２０Ａ，２１Ａの木板２３の長手方向と、木板連結パネル
２０Ａ，２１Ａの長辺（木板連結パネル２０Ａ，２１Ａが正方形からなる場合は１つの辺
）とがなす角度θ（図２，３参照）が、好ましくは５～２５°、より好ましくは７～２０
°となるようにする。前述したように、前記角度θが５°未満だと、重ね合わせパネル１
０を建築物の壁等に適用した（図５参照）際の斜交い効果が低下し、一方、２０°を超え
ると、木板連結パネル２０Ａ，２１Ａ（図２参照）からカットラインＬに沿って木板連結
パネル２０，２１を切り出す際に、無駄な部分が大きくなり歩留まりが悪くなる。
【００４９】
　その後、カットされた各木板連結パネル２０，２１の木板２３の長手方向が斜めに交差
するように、かつ、条溝２５が内面側に向くようにして、一対の木板連結パネル２０，２
１を互いに重ね合わせて、それらを複数の固定具４０（この実施形態ではステンレス製の
木ねじ）によって互いに接合することによって、図３に示すような重ね合わせパネル１０
を製造することができる。
【００５０】
　また、上記製造方法のみならず、次のような製造方法によっても、重ね合わせパネル１
０を製造することができる。
【００５１】
　すなわち、上述したように、複数の木板２３を並べて、長方形状をなすように、一対の
木板連結パネル２０Ａ，２１Ａを構成し、この一対の木板連結パネル２０Ａ，２１Ａを、
各木板連結パネル２０Ａ，２１Ａの木板２３の長手方向が斜めに交差するように、かつ、
各木板連結パネル２０Ａ，２１Ａの条溝２４が内面側に向くようにして互いに重ね合わせ
て、固定具４０によって接合する。
【００５２】
　その後、全体が矩形状（好ましくは長方形状）となるように、かつ、該矩形状の長辺（
正方形からなる場合は１つの辺）に対して、各木板連結パネル２０，２１の木板２３の長
手方向が斜めに交差するように、重ね合わされた一対の木板連結パネル２０Ａ，２１Ａを
まとめてカットすることによって、一対の木板連結パネル２０，２１からなる重ね合わせ
パネル１０を製造することができる（図３参照）。
【００５３】
　そして、上記の製造方法によれば、木板連結パネル２０Ａ，２１Ａや同パネル２０，２
１を作業性よく製造できると共に、これらの木板連結パネル２０Ａ，２１Ａ，２０，２１
の４辺を斜めにカットするだけの簡単な作業によって、全体が矩形状をなすと共に、矩形
状の辺に対して、木板２３の長手方向が傾斜して配置された重ね合わせパネル１０を製造
することができ、重ね合わせパネル１０の生産性を高めることができる。
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【００５４】
　また、各木板連結パネル２０Ａ，２１Ａ、又は、重ね合わされた一対の木板連結パネル
２０Ａ，２１Ａは、パネル形状全体が長方形状となるように、かつ、各木板２３の長手方
向の、木板連結パネル２０Ａ，２１Ａの長辺に対する角度θが、好ましくは５～２５°、
より好ましくは７～２０°で傾斜するように、カットラインＬによって斜めにカットされ
るようになっているので、端材となる部分の面積をできるだけ小さくすると共に、木板を
斜めに配置することによる強度向上効果を高めることができる。
【００５５】
　次に、上記重ね合わせパネルを用いた、本発明に係る建築物の構造体の一例について説
明する。
【００５６】
　図４及び図５に示すように、この建築物の構造体５０（以下、「構造体５０」という）
は、建築物の柱、間柱、土台、はり等で構成される枠体部６０を有している。
【００５７】
　この実施形態における枠体部６０は、基礎７０の上に載置される土台６１と、該土台６
１から所定間隔をあけて立設した一対の柱６２，６２と、該一対の柱６２，６２の上端部
どうしを連結するはり６３と、前記一対の柱６２，６２の間に所定間隔をあけて複数配置
され（ここでは３本）、前記土台６１及びはり６３に連結される間柱６４と、前記一対の
柱６２，６２及び間柱６４に直交して配置され、その両端が前記一対の柱６２，６２に連
結されると共に、複数の間柱６４に支持された複数のつなぎ６５とからなる、全体として
格子枠状をなしている。なお、前記土台６１の両側からは板状の床下地板６６が延設され
ており、該床下地板６６は、受材６７を介して土台６１に固設されている。
【００５８】
　なお、この枠体部６０は、あくまでも一例であって、この構造に限定されるものではな
い。
【００５９】
　そして、この壁構造５０は、図４及び図５に示すように、前述した重ね合わせパネル１
０を、それらを構成する木板連結パネル２０，２１の、木板２３の長手方向が水平方向に
向くように配置して、上下に複数枚並べると共に、一対の柱６２，６２や、はり６３、複
数の間柱６４、複数のつなぎ６５に対して、固定具６８によって固定することによって構
成されている。なお、この実施形態では、３枚の重ね合わせパネル１０が、枠体部６０の
上下方向に配設されており、各合わせパネル１０の周縁部及びはり６３やつなぎ６５に整
合する部分が、固定具６８によって締め付け固定されている（図５参照）。また、上記固
定具６８としては、例えば、ネジ（木ねじ、ボルト、ビス等））や、くぎ、ピン等を用い
ることができ、この実施形態においては、ステンレス製の木ねじとなっている。
【００６０】
　なお、上記実施形態における構造体５０は、建築物の壁構造に適用されるものとなって
いるが、本発明に係る「建築物の構造体」としては、例えば、建築物の床構造や、屋根構
造等に用いてもよく、特に限定はされない。
【００６１】
　次に、本発明に係る重ね合わせパネル１０、及び、それを用いた構造体５０の作用効果
について説明する。
【００６２】
　すなわち、本発明の重ね合わせパネル１０によれば、各木板連結パネル２０，２１が、
条溝２５及びそれに嵌合する線状連結部材３０を介して連結され、かつ、これらの木板連
結パネル２０，２１が、木ねじである固定具４０によって接合されて構成されているので
、接着剤の成分に起因するシックハウス症候群などの問題が生じない。
【００６３】
　また、この重ね合わせパネル１０は、一対の木板連結パネル２０，２１が、木板２３の
長手方向が斜めに交差するように重ね合わせられ、固定具４により接合されて、全体が矩
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形状をなし、該矩形の長辺に対して、木板２３の長手方向が傾斜して配置されている。そ
のため、図４に示すような建築物の枠体部６０に固定されたときに、個々の木板２３が斜
交いのように作用すると共に、重ね合わされた木板連結パネル２０，２１の、各木板２３
が斜めに交差して、枠体部６０に対して反対方向に斜めに連結されるので、斜め２方向に
斜交いを設けたような状態となり、建築物の補強効果を高めることができる。
【００６４】
　また、木板連結パネル２０，２１を構成する個々の木板２３は、幅方向に形成した条溝
２５に、線状連結部材３０を嵌合させて連結されており、接着剤で接合した場合のように
完全に一体化されているわけではない。そのため、建築物の枠体部６０にかかる様々な方
向の応力に対して、個々の木板２３が枠体部６０の変形に適応して微小にずれながらそれ
ぞれ反力を与えるので、枠体部６０の変形に対する柔軟性を高めて、応力の集中を避ける
ことができ、地震等に対しても破壊されにくい構造にすることができる。
【００６５】
　更に一対の木板連結パネル２０，２１は、固定具４０（この実施形態ではステンレス製
の木ねじ）により連結された箇所は互いに接合されているが、それ以外の部分は接合され
ていない。そのため、接着剤により木板連結パネルの面どうしが固着された場合に比べて
、外部からの応力が作用したときに、各木板連結パネル２０，２１が互いに独立してそれ
ぞれ変形し、各木板連結パネル２０，２１を構成する複数の木板２３が変形しやすくなる
ため、上述したように、建築物の枠体部６０に応力が作用した場合に、柔軟に対応して破
損しにくくすることができる。
【００６６】
　また、各木板連結パネル２０，２１の木板２３どうしは、線状連結部材３０で連結され
ているだけで、その両側面は当接しているだけなので、従来の合板に比べて通気性が向上
すると共に、湿気等によって木板が膨張しても、木板２３どうしのずれによって応力を吸
収することができ、建築物の耐久性を高めることができる。
【００６７】
　更に、一対の木板連結パネル２０，２１が、その条溝２５が内面側に向くようにして互
いに重ね合わせられているので、条溝２５に嵌合された線状連結部材３０が外れてしまう
ことを防止できると共に、条溝２５や線状連結部材３０がパネル外側から見えなくなるた
め、外観も良好にすることができる。
【００６８】
　また、この実施形態においては、重ね合わせパネル１０は長方形状をなし、木板連結パ
ネル２０，２１の、木板２３の長手方向が、該長方形の長辺に対して５～２５°の範囲で
傾斜した構造をなしている。そのため、木板２３を幅方向に並べ、複数本の条溝２５に線
状連結部材３０を嵌合させて構成した木板連結パネル２０Ａ，２１Ａ（図２参照）の４辺
を斜めにカットして、各辺に対して木板２３の長手方向が斜めに配置された重ね合わせパ
ネル１０を形成する際に、端材となる部分の面積をできるだけ小さくすると共に、木板２
３を斜めに配置することによる強度向上効果を高めることができる。
【００６９】
　更にこの実施形態においては、線状連結部材３０が竹ひごからなり、固定具４０がネジ
からなっている。これによれば、線状連結部材３０として竹ひごを用いることにより、幅
方向に並べられた木板２３を強靱に連結することができると共に、連結強度の高い木板連
結パネル２０，２１を得られると共に、重ね合わせられた一対の木材連結パネル２０，２
１をネジで固定することにより、木材連結パネル２０，２１どうしを強固に接合すること
ができ、剛性の高い重ね合わせパネル１０を得ることができる。
【００７０】
　また、本発明の構造体５０においては、建築物の枠体部６０に、重ね合わせパネル１０
を、それらを構成する木板連結パネル２０，２１の、木板２３の長手方向が水平方向に向
くように配置して、上下に複数枚並べて固定して構成されている。これによれば、幅方向
の長さを取りにくい木材連結パネル２０，２１で形成した重ね合わせパネル１０であって
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も、木板２３の長手方向が水平方向に向くように配置して、上下に複数枚並べることによ
って、広い開口面積の枠体部６０にも適用することが可能となると共に、建築物の横揺れ
時の枠体部６０の変形に対する柔軟性を高めて、地震等に対して破壊されにくい構造にす
ることができる。
【００７１】
　図６～８には、重ね合わせパネル１０を製造するための、建築用重ね合わせパネルの製
造方法の、参考例について説明する。なお、重ね合わせパネル１０については、実質的に
同一なので、同符号を付してその説明を省略する。
【００７２】
　すなわち、この製造方法においては、図６に示すように、細長い木板２３を幅方向に並
べて、それぞれの木板２３を横切って幅方向に複数本の条溝２５を形成して、各条溝２５
に線状連結部材３０を嵌合させて、長方形状をなした一枚の木板連結パネル２０Ｃを構成
する。
【００７３】
　その後、該木板連結パネル２０Ｃの長辺に対して、所定角度で傾斜した１本のカットラ
インＬを墨等によって引き、該カットラインＬに沿って木板連結パネル２０Ｃを２分割し
て、木板連結パネル２０Ｄ，３０Ｅを形成する。
【００７４】
　その後、図７に示すように、木板連結パネル２０Ｄ，２０Ｅの、前記カットラインＬに
よるカット面とは反対側の側面２６，２７どうしを互いに当接させると共に、その側面２
６，２７どうしをステープル等の図示しない仮留め手段によって接合し、更に長手方向両
側部を適宜カットすることで、長方形状をなした一枚の木板連結パネル２０Ｆ（図８参照
）を形成する。この木板連結パネル２０Ｆを２枚形成する。
【００７５】
　次いで、一対の木板連結パネル２０Ｆ，２０Ｆの木板２３の長手方向が斜めに交差する
ように、かつ、条溝２５が内面側に向くようにして、両木板連結パネル２０Ｆ，２０Ｆを
互いに重ね合わせて、それらを図示しない複数の固定具（この実施形態では、くぎ）によ
って互いに接合し、全体が長方形となるように両側辺をカットすることによって、図８に
示すような重ね合わせパネル１０Ａを製造することができる。なお、このような重ね合わ
せパネル１０Ａを、本発明に係る建築物の構造体に適用すべく、枠体部に固定する際には
、ステンレス製の木ねじである固定具によって、はりや、つなぎ等に締め付け固定される
ようになっている。
【符号の説明】
【００７６】
１０　建築物の重ね合わせパネル（重ね合わせパネル）
２０，２０Ａ，２１，２１Ａ　木板連結パネル
２３　木板
２５　条溝
３０　線状連結部材
４０　固定具
５０　建築物の構造体（構造体）
６０　枠体部
６１　土台
６２　柱
６３　はり
６４　間柱
６６　床下地板
６７　受材
６８　固定具
７０　基礎
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